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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】レンチキュラー板の入替えなしにポスターを随
時に入替えることが可能な立体ポスター掲示装置を提供
する。
【解決手段】前板ケース３と本体ケース２からなり、前
板ケース３にはレンチキュラー板４を装着し、レンチキ
ュラー板４の裏面には立体用の絵５を固定することがで
きる絵固定装置９を備えた前板ケース３と、左眼用絵と
右眼用絵を一つの絵に合成するが上下垂直方向に細分化
した後、順に構成して紙を含む印刷することができる別
途の薄膜シートに印刷した立体用の絵５と、内部にスポ
ンジ、ウレタンシートを含む弾力素材の弾力板７を装着
した本体ケース２から構成して、上記本体ケース２で上
記前板ケース３を開いて立体用の絵５を随時に入替える
。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フレーム構造の前板ケース３及び本体ケース２と、
　前記前板ケース３と前記本体ケース２の間に配されるレンチキュラー板４と、
　前記レンチキュラー板４と前記本体ケースの間に装着される立体用の絵５と、
　前記レンチキュラー板４及び／又は前記本体ケース２と前記立体用の絵５との間に設け
られた、装着されるときの前記立体用の絵５を、前記レンチキュラー板４を通して見たと
きに立体で見ることができる位置に案内する案内構造を備えた絵固定装置９と、
を含んで構成することにより、
　前記本体ケース２に対し前記前板ケース３を開くことにより、前記立体用の絵５を随時
に入替えることができる
　ことを特徴とする絵の交換が可能な立体ポスター装置。
【請求項２】
　前記立体用の絵５は、左眼用絵Ｒと右眼用絵Ｌの各々を横方向に細分化して形成した複
数の左眼用小片と複数の右眼用小片の各々を横方向互い違いに順配列して一つの絵に合成
した絵と同じ絵を印刷して成る
　ことを特徴とする請求項１に記載の絵の交換が可能な立体ポスター装置。
【請求項３】
　レンチキュラー板４のレンズピッチａと立体用の絵５の左・右眼用絵Ｒ、Ｌの絵の間隔
ｂが一致する位置にそれぞれ形成されたレンチキュラー板４の固定ピン９Ｃと立体用の絵
５の固定孔９ｂを含むことを特徴とする請求項１に記載の絵の交換が可能な立体ポスター
装置。
【請求項４】
　レンチキュラー板４のレンズピッチａと立体用の絵５の絵の間隔ｂが一致する位置にそ
れぞれ形成された前板ケース３のレンチキュラー板４に構成された固定板９ｃと立体用の
絵５の固定枠９ｄを含むことを特徴とする請求項１に記載の絵の交換が可能な立体ポスタ
ー装置。
【請求項５】
　レンチキュラー板４のレンズピッチａと立体用の絵５の絵の間隔ｂが一致する位置に固
定するように装着された固定ピン９ａが本体ケース２の内面に形成されたことを含むこと
を特徴とする請求項１に記載の絵の交換が可能な立体ポスター装置。
【請求項６】
　第１項において
　レンチキュラー板４のレンズピッチａと立体用の絵５の絵の間隔ｂが一致する位置に固
定するように装着された固定板９ｃが本体ケース２の内面に形成されたことを含むことを
特徴とする請求項１に記載の絵の交換が可能な立体ポスター装置。
【請求項７】
　レンチキュラー板４の形状を曲面形態で構成したことを含む請求項１に記載の絵の交換
が可能な立体ポスター装置。
【請求項８】
　本体ケース２に照明板１４装置を備え、これに使用される立体用の絵５は光が透過する
ことができる透明フィルムで構成したことを含むことを特徴とする請求項１に記載の絵の
交換が可能な立体ポスター装置。
【請求項９】
　本体ケース２の前面に弾力板７を装着し、公知の立体映像モニター１５を備え、上記立
体映像モニター１５の画面が露出されるようにそれぞれ立体用の絵５とレンチキュラー板
４にモニター窓１６が形成されたことを含むことを特徴とする請求項１に記載の絵の交換
が可能な立体ポスター装置。
【請求項１０】
　第１項ないし第９項のうちのいずれか一つの項の構造が乗用車１８に立体広告構造で装
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着されることを含む請求項１ないし９のいずれか一つの項に記載の絵の交換が可能な立体
ポスター装置。
【請求項１１】
　第１項ないし第９項のうちいずれか一つの項の構造がバス１７に立体広告構造で装着さ
れることを含む請求項１ないし９のいずれか一つの項に記載の絵の交換が可能な立体ポス
ター装置。
【請求項１２】
　第１項ないし９項のうちいずれか一つの項の構造を円形に形成したことを含む請求項１
ないし９のいずれか一つの項に記載の絵の交換が可能な立体ポスター装置。
【請求項１３】
　フレーム構造の前板ケース３及び本体ケース２と、
　前記前板ケース３と前記本体ケース２の間に配されるレンチキュラー板４と、
　前記レンチキュラー板４と前記本体ケースの間に装着される立体用の絵５と、
　前記レンチキュラー板４及び／又は前記本体ケース２と前記立体用の絵５との間に設け
られた、装着されるときの前記立体用の絵５を、前記レンチキュラー板４を通して見たと
きに立体で見ることができる位置に案内する案内構造を備えた絵固定装置９と、
　前板ケース３が結合されたケースの外部に弾力素材で形成された防湿枠１３と、を含む
　ことを特徴とする絵の交換が可能な立体ポスター装置。
【請求項１４】
　第１３項の構造を乗用車１８に立体広告構造で装着されることを特徴とする請求項１３
に記載の絵の交換が可能な立体ポスター装置
【請求項１５】
　第１３項の構造をバス１７に立体広告構造で装着することを特徴とする請求項１３に記
載の絵の交換が可能な立体ポスター装置
【請求項１６】
　第１３項の構造を道路等外部に
　立体広告構造で使用することを特徴とする請求項１３に記載の絵の交換が可能な立体ポ
スター装置

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映画ポスターのようなポスター掲示装置で立体眼鏡なしに立体イメージを見
ることができ、特に随時に立体ポスターを簡単に入替えることができてポスターを大量に
交換が可能な立体ポスター装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　映画広告は、随時にその内容が入替わるため、これを広報するポスターを随時に入替え
なければならない。
【０００３】
　また、多くの場所にポスターが設置されるため、入替えが簡単で誰でもできなければな
らず、大量に生産入替えが可能ではなければならない。
【０００４】
　特に３Ｄ映画は、３Ｄポスターで宣伝をしてこそ効果があるが、適当な３Ｄポスター装
置がなく２Ｄポスターで代替している。
【０００５】
　立体眼鏡なしに３Ｄポスターとして使用することができる方法としては、立体カードの
ような構造があるが、このような構造はレンチキュラー板の裏面に立体画自体を印刷した
ものである。
【０００６】
　上記立体カードのような方式は、レンチキュラー板のレンズピッチ間隔と立体用の絵の
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左・右の絵の間隔が一致しなければならず、レンチキュラー板の裏面に上記立体用の絵が
離隔なしに密着しなければならない。このため、レンチキュラー板自体に上記立体用の絵
の左・右の絵を印刷する方法のほかには他に方法がなかった。
【０００７】
　しかし、上記のようなレンチキュラー板自体に印刷するか貼合せる方法は、レンチキュ
ラー自体を一度しか使用する事ができず廃棄しなければならないため廃棄物問題が発生す
る。
【０００８】
　また、再使用が不可能であり、レンチキュラー自体が高いために、これを映画ポスター
のように絵が大きく多量に設置しなければならずまた随時に多くの場所でプログラムを入
替える広告装置には適用することができない。
【０００９】
　一方、特許文献１には、ポンプを用いて真空で絵とレンチキュラーを密着させる構造が
開示されているが、レンチキュラーが移動しながら２つの絵を見せる装置であるのみ、立
体映像の示現装置ではない。
【００１０】
　また、構造が複雑で、絵の入替え過程が複雑で劇場ポスターのように随時に絵を入替え
なければならない構造に使用することができない。
【００１１】
　特許文献２には、レンズシートをベアリング構造上で左・右に移動しながら、二つの絵
をレンズシートを通して平行（ｐａｒａｌｌｅｙ）に見ることができる構造が開示されて
いるが、これは立体画装置に適用することができない。さらにこの構造は、絵の入替えを
手軽に簡単にしなければならない立体の劇場ポスターのような大量入替え構造には適用す
ることができない。
【００１２】
　特許文献３には、レンズシートをモーター又は作動（ａｃｔｕａｔｅ）用弾性部材によ
って左・右に移動して２つの絵を見せる装置のみが開示されている。しかし、この装置で
は、本発明のように立体画に適用することができず、立体画の入替えを随時に手軽にしな
ければならない劇場ポスターのような絵だけを大量入替える構造に適さない。
【００１３】
　上記のように、従来の一般的な技術は、すべて絵を移動させて一つのポスターで２つの
絵を見せる装置か、又は複雑な構造で絵を固定させる構造であって、本発明のように立体
画であってこれを大量に入替えるポスター装置には適用することができなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】米国特許第７，２１０，２５７号明細書
【特許文献２】米国特許第７，３１２，９２６号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２０１０／０１８６２７１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明の技術的課題は、レンチキュラー板の入替えなしに別途の分離した立体用の絵だ
けを入れ替えて立体ポスターを随時かつ大量に入替え可能な立体ポスター装置を提供する
ことである。
【００１６】
　また、本発明の他の技術的課題は、レンチキュラー板のレンズピッチ間隔と入替えられ
る立体用の絵の間隔が一致する構造で構成されて誰でも手軽に絵の入替えができ、簡単に
立体映像を表出することができる立体ポスター装置を提供することである。
【００１７】
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　また、本発明の他の技術的課題は、立体画は大量生産が可能であり、これを大量に生産
することができる構造を提供することである。
【００１８】
　また、本発明の他の技術的課題は、上記のように印刷された３Ｄポスターとともに３Ｄ
立体動画を同時に視聴することができる立体ポスター装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記課題を解決するために、本発明の構造は、本体ケースと前板ケースから構成される
が、前板ケースは、本体ケースを基軸として分離結合することができるように構成する。
前板ケース内部の前面にはレンチキュラー板を固定的に装着し、前板ケース若しくはレン
チキュラー板、又は本体ケースの裏面には、立体用の絵を装着したり分離することができ
る絵固定装置を設ける。本体ケースには、たとえば、スポンジ、発泡ウレタンのような弾
力素材で形成された弾力板を装着することが好ましい。上記部材群とは別途の立体用の絵
を備える。上記前板ケースのレンチキュラー板の裏面の絵固定装置に上記立体用の絵を装
着して立体画を随時に装着、又は分離できるようにする。
【００２０】
　前記絵固定装置が位置した位置と対応する位置に立体画の固定孔の位置を形成するが、
レンチキュラー板のレンズ間隔と立体画の間隔が、立体に見えるように自動的に一致する
位置に構成する。絵固定装置は、レンチキュラー板４及び／又は前記本体ケース２と前記
立体用の絵５との間に設けられた、装着されるときの前記立体用の絵５を、前記レンチキ
ュラー板４を通して見たときに立体で見ることができる位置に案内する案内構造を備えて
いる。
【００２１】
　上記立体用の絵は、左眼用絵Ｒと右眼用絵Ｌの各々を横方向に細分化して形成した複数
の左眼用小片と複数の右眼用小片の各々を横方向互い違いに順配列して一つの絵に合成し
た絵と同じ絵を印刷して成る。別途の紙、フィルムシートのような一般の印刷用紙に従来
の一般の印刷方法で大量印刷することができるように絵を形成するが、これを独立した別
のシートで構成する立体ポスター構造が提供される。
【００２２】
　また、レンチキュラー板の一部と立体用の絵の一部にモニター窓を形成して薄膜の無眼
鏡立体モニターを結合して立体ポスターと立体動画を同時に視聴するようにする構造が提
供される。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、立体用の絵を絵固定装置に固定すれば、絵固定装置によってレンチキ
ュラー板のレンズ間隔と立体画の間隔が自動的に一致するようにすることができるため、
誰でも簡単に立体画を視聴することができ、したがって、多くの場所で大量に立体画の入
替えが可能で、立体用の絵を入れ替えた後に前板ケースを本体ケースに結合すればケース
裏面の弾力素材が立体用の絵をレンチキュラーに密着させるため立体映像効果が直ちに示
され、立体眼鏡なしに立体観測が可能であり、左眼用立体画と右眼用立体画が順に形成し
た上記立体画は、別途のシートで構成することにより、従来の一般の印刷方式と同一の方
式で大量印刷が可能である。
【００２４】
　したがって、レンチキュラー板の入替えなしに別途印刷した立体画だけ入れ替えても立
体ポスター提供が可能で随時に多様に入替えることができ、誰でも簡単に入替えることが
できるため多様な３Ｄ広告を大量に入替えることができる。
【００２５】
　また、上記ポスター装置の一部に立体映像モニターを結合構成することにより、一つの
ポスター装置で立体ポスターと立体動画を同時に視聴することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００２６】
【図１】図１は、本発明の構成された外形の説明図。
【図２】図２は、上記外形図の断面構成の説明図。
【図３】図３は、立体画の構成の説明図。
【図４】図４は、レンチキュラー板のレンズ間隔と立体画の間隔の作用の説明図。
【図５】図５は、レンチキュラー板の固定板構造と立体画の固定枠構造の説明図。
【図６】図６は、レンチキュラー板の固定ピンと立体画の固定孔についての説明図。
【図７】図７は、固定ピンと固定板構造が組合されて構成された部分図。
【図８】図８は、照明板構造の結合時の説明図。
【図９】図９は、曲面形態のレンチキュラー板構造の説明図。
【図１０】図１０は、曲面形態のレンチキュラー板構造に照明板構造が結合された構成の
説明図。
【図１１】図１１は、本発明の内部に立体映像モニターが結合された構成の説明図。
【図１２】図１２は、上記図１１の構成要素についての説明図。
【図１３】図１３は、防湿枠が結合された構成の説明図。
【図１４】図１４は、本発明が応用実施された乗用車の構成の説明図。
【図１５】図１５は、本発明が応用実施されたバスの構成の説明図。
【図１６】図１６は、本発明が円形に応用実施された構成の説明図。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下添付した図面を参考にして本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者が容易
に実施することができるように詳しく説明する。
【００２８】
　しかし、本発明は様々に相異する形態で具現されることができ、ここで説明する実施例
に限定されない。
【００２９】
　図１、図２、図５、図６、図８、図９、図１０、図１１、図１２のようにアルミニウム
フレームのような金属素材又はプラスチック素材のフレーム素材で作られた前板ケース３
には、レンチキュラー板４を装着し、上記前板ケース３又はレンチキュラー板４の裏面又
は本体ケース２の内部に立体用の絵５を装着することができる固定ピン９ａ又は固定板９
ｃ構造を構成する。
【００３０】
　上記立体用の絵５は、図３のように別途の独立した単位の紙、又はフィルムのように一
般的な印刷工程によって大量に生産が可能な素材に、左眼用絵Ｒと右眼用絵Ｌを上・下垂
直方向に切れ目を入れて横方向に絵の間隔ｂの左眼用小片と右眼用小片とに細分化するが
、その分離間隔ｂを上記レンチキュラー板４のレンズ間隔ａと一致する間隔で細密に同一
の間隔に分離し、これを、左眼用小片の隣に右眼用小片を、そのまた隣に左眼用小片のよ
うに互い違いに順に配列して一つの絵に合成した絵（原稿）と同じ絵を一般の印刷方法で
印刷して立体用の絵５を完成する。
【００３１】
　さらに詳しく説明すれば、立体用の絵５の構造は、図３の（ａ）のように観測者の左目
に作用する左眼用絵Ｒと図３の（ｂ）のように観測者の右目に作用する右眼用絵Ｌを図３
の（ｃ）のように横方向に細密に分離するが、左眼用絵Ｒ、右眼用絵Ｌのように互い違い
の順序で順に配列編集する。
【００３２】
　このように編集された絵の原稿は、レンチキュラー板４自体に印刷するものではなく別
途の独立した印刷用紙に一般の印刷のように同じ印刷工程で印刷が可能なため非常に低廉
な経費で大量製作が可能である。
【００３３】
　もちろんこの時に左眼用絵Ｒと右眼用絵Ｌの左・右の絵の間隔ｂは、図３、図４のレン
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チキュラー板４のレンズピッチａの間隔と立体映像になるように一致することができる間
隔で編集する。
【００３４】
　上記立体用の絵５の絵の間隔ｂとレンチキュラー板４のレンズピッチａの間隔は、限定
はしないが立体用の絵の大きさによって異なるが、通常１‐５ｍの距離から視聴する立体
画の絵の間隔ｂは０.２‐１０ｍｍであるが、バスや乗用車のように遠距離から視聴時は
５０ｍｍ間隔まで拡大することができる。
【００３５】
　立体用の絵５に形成された固定孔９ｂ又は固定枠９ｄの位置は、固定ピン９ａ又は固定
板９ｃに対応する位置で絵の間隔ｂがレンズピッチａと一致する位置としてあらかじめ計
算された位置に形成する。
【００３６】
　すなわち、図４、図５、図７のように絵の間隔ｂとレンズピッチａが一致する位置でレ
ンチキュラー板４に立体画５を合わせておき、上記レンチキュラー板４に形成する。
【００３７】
　絵固定装置９に形成した固定枠９ｃと一致する位置に立体画５の固定枠９ｄを構成する
方法である。
【００３８】
　必要に応じて図５のように固定枠９ｄの構成を弾力板７の周囲に構成することができる
。
【００３９】
　図４、図６、図７のように絵の間隔ｂとレンズピッチａが一致する位置にレンチキュラ
ー板４に立体画５を合わせておき、上記前板ケース３又はレンチキュラー板４に形成した
固定ピン９ｃと一致する位置に立体画５の固定孔９ｂを構成する。
【００４０】
　このような上記構成は、上記レンチキュラー板４に構成された固定ピン９ａ又は固定板
９ｃに上記立体画５の固定孔９ｂ又は固定枠９ｄを装着すれば、レンチキュラー板４のレ
ンズピッチａと立体用の絵５の左・右眼用絵Ｒ，Ｌの絵の間隔ｂと自動的に一致するよう
になるのである。すなわち、絵固定装置９は、装着されるときの立体用の絵５を、レンチ
キュラー板４を通して見たときに立体で見ることができる位置に案内する案内構造を備え
ている。
【００４１】
　上記のような固定ピン９ａ又は固定板９ｃの構造は、上記のような論理で本体ケース２
の弾力板７の周囲に構成しても同じ効果を得ることができる。
【００４２】
　このような本発明の構造は、図１、図２、図５、図６、図７、図８、図９、図１０、図
１１、図１２のように立体掲示板１の構造を前板ケース３と本体ケース２で構成して前板
ケース３は本体ケース２の一方を基軸にして蝶番のような回転装置１１で連結し開け閉め
するように構成するか、又は本体ケース２と前板ケース３が互いに分離又は結合が可能に
ロック装置１０を構成することにより立体用の絵５を随時に入替えることができるのであ
る。
【００４３】
　弾力板７の構造は、たとえば、スポンジ、又は発泡ウレタンシートのような弾力素材で
備える。
【００４４】
　照明装置８と照明板１４は、図８、図１０、図１２のように一般的な照明装置、すなわ
ちＬＥＤ等で備えられた薄膜の照明板１４を弾力板７の前面に備えて弾力板７の弾力によ
って照明装置８又は照明板１４と立体用の絵５を同時にレンチキュラー板４に密着するよ
うに構成する。
【００４５】
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　したがって、使用者は、本体ケース２から前板ケース３を分離して固定ピン９ａ又は固
定板９ｃから立体用の絵５を分離した後、新しい立体用の絵５に入れ替え再び前板ケース
３を本体ケース２に結合すれば、簡単に立体用の絵５が入替わるのであり、同時にレンチ
キュラー板４のレンズピッチａと立体用の絵５の絵の間隔ｂが絵固定装置９の案内構造の
働きにより自動的に一致するようになる。
【００４６】
　また、上記のような固定ピン９ａ又は固定板９ｃの構造を本体ケース２に構成するが、
その位置は前板ケース３と同じ位置に対応する本体ケース２に構成しても同じ効果である
。
【００４７】
　すなわち、レンチキュラー板４のレンズピッチａと立体用の絵５の絵の間隔ｂが一致す
る位置に形成された固定ピン９ｃ又は固定ピン９ｃの構造を本体ケース２の内面に形成す
ることができる。
【００４８】
　次は上記構造を基本として実施した実施例である。
【実施例１】
【００４９】
　図５は、上記本発明の構造でレンチキュラー板４に立体用の絵５を固定するにおいて固
定方法を多様な固定板９ｃの形態で実施する例である。
【００５０】
　すなわち、固定板９ｃの形態を、図面では実施例の一つの形態として三角形で表示され
ているが、円形、四角形等様々な形態で構成することができる。
【００５１】
　この場合、上記固定板９ｃの反対側、すなわち立体用の絵５に形成される固定枠９ｄの
位置は、上記固定板９ｃに対応する位置に反対になる形態で構成する。
【００５２】
　例えば、図５のように上記固定枠９ｂと固定孔９ｄを凹形態の三角形態で形成する。
【００５３】
　さらに詳しく説明すれば、固定板９ｃの形態を＋形態の三角形の形で構成する時は、立
体用の絵５の方の固定枠９ｄはその反対になる－の三角形の形で形成するのである。
【００５４】
　もちろん、この時の上記固定板９ｃと固定枠９ｄの位置は、図４のようにレンチキュラ
ー板４のレンズピッチａと立体用の絵５の左・右眼用の絵Ｒ，Ｌの絵の間隔ｂが一致する
間隔に計算してその位置を形成する。
【００５５】
　したがって、使用者は、上記実施例のように別途に印刷した立体用の絵５にプレス工程
又はパンチ工程等で固定枠９ｄの形状を一回の工程によって大量に形成することができる
。
【００５６】
　上記のような立体用の絵５を入替える方法は、本体ケース２から前板ケース３を分離し
、固定板９ａから上記立体用の絵５を分離し、入れ替えようとする新しい立体用の絵５の
固定枠９ｄ部分を、上記固定板９ａに立体用の絵５の固定枠９ｄ部分を結合する方式で簡
単に入替えることができるのである。
【実施例２】
【００５７】
　図６は、レンチキュラー板４に立体用の絵５を固定するにおいて、レンチキュラー板４
又は前板ケース３の位置に選択して固定ピン９ａを形成し、対応する立体用の絵５の位置
に固定孔９ｂを形成するものである。
【００５８】
　すなわち、上記レンチキュラー板４か前板ケース３の裏面の上・下部又は左・右側のう
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ちの一部に固定ピン９ａを形成するが、これに対応する立体用の絵５の固定孔９ｂの位置
は、レンチキュラー板４と対応して左・右水平と左・右垂直方向が一致するように前板ケ
ース３の裏面に構成する。
【００５９】
　しかし図４のようにレンズピッチａと絵の間隔ｂが計算された位置に安定的に固定され
ることができるように上記固定ピン９ａと固定孔９ｂを最小限２ヶ所以上の位置に形成す
る。
【００６０】
　望ましくは、図６のようにレンチキュラー板４のコーナー４ヶ所に固定ピン９ａを形成
し、上記固定ピン９ａに対応する立体用の絵５のコーナー４ヶ所に固定孔９ｂを形成する
のが望ましい。
【００６１】
　このような実施例は、レンチキュラー板４のレンズピッチａと立体画５の絵の間隔ｂが
自動的に一致するようになり、立体画５を入れ替えた次に本体ケース２を前板ケース３と
結合すれば、本体ケース２に装着された弾力板７がその弾性によって立体用の絵５をレン
チキュラー板４に押して密着させるようになるため、使用者は自動的に別途の調整なしに
立体ポスターを大量に入れ替えて立体映像を掲示することができるのである。
【実施例３】
【００６２】
　図７は、本発明の構成要素のうち前板ケース３に装着されたレンチキュラー板４に構成
された固定ピン９ａと固定板９ｃ、立体用の絵５に形成された固定孔９ｂと固定枠９ｄを
混合して構成されることを説明するための部分断面図である。
【００６３】
　このような実施例は、上記実施例１と上記実施例２の構造が複合的に構成されたもので
あり、レンチキュラー板４の構造に立体用の絵５がさらに安定して決められた位置に固定
されることができる長所がある。
【実施例４】
【００６４】
　図８は、上記図５、図６の構造に照明板１４の構造を追加した実施例である。
【００６５】
　すなわち、図５のように前板ケース３にレンチキュラー板４と固定ピン９ａ構造を構成
し、本体ケース２の構造に弾力板７を備えてその前端にＬＥＤ等で構成された照明板１４
装置を備える。
【００６６】
　上記照明板１４の構造とレンチキュラー板４の構造の間に立体用の絵５を構成するが、
立体用の絵５は印刷することができるシートとし、光が透過することができる透明フィル
ムで構成する。
【００６７】
　この時、上記固定ピン９ａの位置と固定孔９ｂの構成は、上記実施例１、２、３と同じ
論理で構成することにより、レンチキュラー板４のレンズピッチａと立体画５の絵の間隔
ｂが自動的に一致するようになり、本体ケース２の弾力板７は、その弾力によって照明板
１４を押し出しながら同時に立体用の絵５をレンチキュラー板４に密着させるようにして
立体映像の示現が可能になるのである。
【実施例５】
【００６８】
　このような本発明は、図９のように前板ケース３に備えられたレンチキュラー板４を凹
んだ形態の曲面形態で備える。
【００６９】
　図９、図１０のような曲面形態のレンチキュラー板４構造は、前板ケース３の内部の左
・右両端に形成した固定枠１２に固定し、立体用の絵５を曲面形態のレンチキュラー板４
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構造に密着することが容易である。
【００７０】
　したがって、この場合本体ケース２の弾力板７の構造を削除構成することができる。
【００７１】
　平面形態のレンチキュラー板４に立体用の絵５を密着する時は、レンチキュラー板４又
は立体用の絵５の表面の平坦度が不均一な時に密着されない部分があり得て、この部分は
立体映像にならないからである。
【００７２】
　上記のように、レンチキュラー板４を曲面にする時は、図１０のように照明装置８によ
る透過立体ポスター装置の構成にも効果的である。
【００７３】
　立体用の絵５をレンチキュラー板４に固定する構造は、上記実施例と同一である。
【実施例６】
【００７４】
　図１１は、停止した立体ポスター映像と無眼鏡立体映像モニター１５で示される立体動
画を同時に視聴することができる構造の説明図である。
【００７５】
　図１２は、図１１の構造を具体的に羅列した説明図である。
【００７６】
　図１１及び図１２のように本体ケース２に弾力板７を装着し、照明板１４構造は必要に
応じて選択し、無眼鏡で立体映像を見ることができる公知の立体用映像モニター１５を備
え、立体用映像モニター１５の画面が突出することができるようにそれぞれモニター窓１
６が形成された立体用の絵５とレンチキュラー板４を結合して備える。
【００７７】
　固定板９ｃの構造と固定孔９ｂ、固定枠９ｄと固定ピン９ｃの構成は、上記実施例の通
りである。
【実施例７】
【００７８】
　図１３は乗用車、バス、バス停等に設置する構造であって、本発明を外部に設置使用す
る構造である。
【００７９】
　上記のように外部に設置時には雨水、湿気、煤煙等から本発明の内部構造を保護しなけ
ればならない。
【００８０】
　したがって上記で説明した図１、図２、図５、図６、図８、図９、図１０、図１１の構
造に防湿枠１３を備える構成である。
【００８１】
　すなわち図１３のようにレンチキュラー板４、立体画５、固定ピン９ａ構造、必要によ
って加えられる照明板１４が装着された本体ケース２及び前板ケース３構造の周囲に防湿
枠１３を結合する。
【００８２】
　上記防湿枠１３は、ウレタン、シリコンルーバー、ゴムのような弾力素材で構成し、防
湿枠１３が本体ケース２及び前板ケース３の結合された構造の周囲に被されて密着するこ
とにより、雨水が入り込むことを防止し、ほこり及び煤煙ガス等が内部に入り込むことを
防止する効果がある。
【００８３】
　特に照明板１４構造が結合構成されている時、その効果が倍になる。
【００８４】
　このような実施例は、立体用の絵５の入替え時は、上記防湿枠１３をはずし前板ケース
３を開いて固定ピン９ａで立体用の絵５を入れ替えた後、前板ケース３を閉じて防湿枠１
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３を再び被せればよい。
【００８５】
　固定板９ｃ構造と固定孔９ｂ、固定枠９ｄと固定ピン９ｃの構成は上記実施例の通りで
ある。
【００８６】
　したがってこのような実施例は、大型支持台と結合して道路面等又は建物の壁等に付け
る大型立体広告にもその実用性がある。
【実施例８】
【００８７】
　上記実施例１から実施例７までの構造をタクシーや乗用車等の立体広告装置として使用
することができる。
【００８８】
　すなわち、図１４のように乗用車１３の上段、又は後面、側面等、必要位置に１個又は
複数個の形態で付着することができ、乗用車１３の屋根の位置に３個の立体掲示板１構造
で三角形態等で構成することができる。
【００８９】
　上記のような構成は、図１３で説明した防湿枠１３構造で構成する時さらに効果的であ
る。
【００９０】
　このような実施例で固定板９ｃ構造と固定孔９ｂ、固定枠９ｄと固定ピン９ｃの構成も
上記実施例の通りである。
【実施例９】
【００９１】
　図１５のようにバス１７の後面又は両面に図１、図２、図５、図６、図８、図９、図１
０、図１３の構造のうち選択構成する。
【００９２】
　特に図１３のように防湿枠１３構造が結合された構造をバス１７に装着する時は、雨水
防止、防湿防止、煤煙ガスが入り込むことを防止することができるためさらに効果的であ
る。
【００９３】
　このような実施例で上記で実施した固定板９ｃ構造と固定孔９ｂ、固定枠９ｄと固定ピ
ン９ｃの構成は上記実施例の通りにする。
【実施例１０】
【００９４】
　図１６の実施例は、円形の柱に設置するか又は円形形態で本発明を応用して実施する構
造に関するものである。
【００９５】
　すなわち図１、図２、図５、図６、図８、図９、図１０、図１３の構造を曲面状態にし
て分割枠２１によって２分割又は３分割、４分割構造に分割し、このような分割構造は分
離枠６単位で構成するものである。
【００９６】
　すなわち、図１６のようにレンチキュラー板４、立体画５、弾力板７、必要によって加
えられる照明板１４等が装着された本体ケース２及び前板ケース３をすべて曲面で構成し
て分離枠６によって本体ケース２からレンチキュラー板４と前板ケース２を分離又は結合
する。
【００９７】
　このような実施例で、固定板９ｃ構造と固定孔９ｂ、固定枠９ｄと固定ピン９ｃの構成
もまた上記実施例の通りである。
【００９８】
　したがって、このような本発明は、劇場、地下鉄内の３Ｄポスター装置、屋外３Ｄ広告
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装置、乗用車やバスの３Ｄポスター装置としてその活用性が高く、立体画を一般の印刷方
式で印刷して簡便で低廉かつ大量に印刷した立体用の絵を手軽に簡単に大量に入替えるこ
とができるため、その経済性及び実用性が非常に高い。
【符号の説明】
【００９９】
１．立体掲示板、２．本体ケース、３．前板ケース、４．レンチキュラー板、５．立体用
の絵、６．分離枠、７．弾力板、８．照明装置、９．絵固定装置、９ａ．固定ピン、９ｂ
．固定孔、９ｃ．固定板、９ｄ．固定枠、１０．ロック装置、１１．回転装置、１２．固
定枠、１３．防湿枠、１４．照明板、１５．立体映像モニター、１６．モニター窓、１７
．バス、１８．乗用車、Ｒ:左眼用絵、Ｌ 右眼用絵、ａ．レンズピッチ、ｂ．絵の間隔

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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